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五
月
一
日
か
ら
新
し
い
小
包
葉
書
が
発
売
さ
れ
て
い
る
が
.

こ
の
便
利
な
も
の
が
案
外
利
用
者
が
少
な
い
と
い
う
の
で
簡
単

所
舎
2
~
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発
鸚

軽
印

昭

和

新

山

昭
和
新
山
は
洞
爺
湖
の
南
側
、
有
珠
山
の
東
ふ
も

と
に
あ
る
活
火
山
で
あ
る
。
昭
和
十
八
年
十
二
月
か

ら
三
年
に
わ
た
っ
て
数
十
回
の
地
震
が
あ
り
固
ま
っ

た
熔
岩
塔
が
地
中
か
ら
持
ち
上
っ
て
出
来
た
山
で
、

そ
の
成
長
状
態
を
人
間
が
観
察
で
き
た
世
界
火
山
史

上
珍
ら
し
い
例
と
し
て
世
界
学
界
の
注
目
を
集
め
て

い
る
。

〔註
〕
昭
和
十
八
年
十
二
月
二
十
日
有
珠
山
ろ
く
一帯
は
一

日
十
回
に
及
ぶ
地
震
あ
り
、
附
近
の
部
落
で
は
地
割
れ
が

し
て
土
地
が
持
ち
上
り
は
じ
め
、
翌
十
九
年
五
月
に
は
作

物
が
生
え
た
ま
ま
の
畑
が
一
夜
の
う
ち
に
五
〇
米
も
高
く

な
っ
た
。
そ
し
て
同
年
十
一
月
に
三
角
形
の
固
つ
た
熔
岩

が
頭
を
出
し
そ
れ
が
ぐ
ん
ぐ
ん
成
長
し
て
二
十
年
の
九
月

に
は
一
一
〇
米
の
塔
と
な
り
結
局
四
五
〇
米
の
山
と
な
っ

て
成
長
の
活
動
は
ひ
と
ま
ず
止
ん
だ
。

山
の
ふ
も
と
に
は
地
熱
を
利
用
し
た
熱
帯
植
物
園

が
あ
り
観
光
客
を
喜
ば
せ
て
い
る
。

々
の
積
極
的
な
ご
支
援
と
ご
協
力
を
劫
に
希
望
す
る
(
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研

修

会

◇
謝

辞北
海
道
行
政
書
士
会
副
会
長

佐

藤

幸

之

助

本
日
は
会
長
が
出
席
し
て
ご
挨
拶
申
し
上
げ
る
筈
で
し
た
が

法
改
正
問
題
や
日
行
達
総
会
の
準
備
そ
の
他
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ

用
務
の
た
め
私
が
会
長
代
理
と
し
て
お
伺
い
致
し
ま
t
た
。

本
日
当
地
に
於
て
空
知
支
部
研
修
会
開
催
に
際
L
遠
方
各
方

面
か
ら
か
く
多
数
の
会
員
が
参
集
さ
れ
、
然
も
熱
心
な
ご
研
究

を
目
の
あ
た
り
拝
見
致
L
誠
に
喜
び
に
堪
え
ま
せ
ん
。

本
日
は
農
地
法
、
戸
籍
法
の
研
修
会
で
あ
り
ま
す
が
、
講
師

の
先
生
方
に
は
用
務
ご
多
端
の
折
特
に
本
会
の
た
め
時
間
を
さ

い
て
懇
切
な
ご
講
義
を
賜
わ
り
加
え
て
多
く
の
質
問
に
も
明
解

な
ご
教
示
を
頂
き
、
お
麓
を
以
て
本
研
修
会
は
極
め
て
大
き
な

収
穫
を
得
ま
し
て
、
明
日
か
ら
の
業
務
に
大
き
な
励
み
を
与
え

て
下
さ
い
ま
し
た
。
講
師
の
先
生
方
に
安
心
よ
り
厚
く
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

我
々
行
政
書
士
は
そ
の
職
域
範
囲
が
他
の
業
種
業
界
に
比
し

極
め
て
広
範
で
あ
り
ま
す
。

｢人
間
は
死
ぬ
ま
で
勉
強
｣
と
い

う
言
葉
通
り
我
々
は
一
生
研
究
を
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。我

々
の
業
務
は
収
益
が
最
終
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く

ま
で
も
一
般
民
衆
の
サ
ー
ビ
ス
機
関
で
あ
り
行
政
諸
官
庁
の
協

力
機
関
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
民
衆
の
サ
ー
ビ
ス
機
関
と

し
て
完
全
な
書
類
を
作
成
し
、
事
務
の
促
進
を
図
っ
て
諸
官
庁

の
協
力
機
関
と
し
て
の
責
を
果
す
た
め
に
は
勉
強
が
第
一
要
件

で
あ
る
と
信
じ
ま
す
。
本
日
の
研
修
会
で
我
々
は
貴
重
な
勉
強

を
得
ま
し
た
。
今
後
も
か
か
る
研
修
会
に
は
率
先
出
席
さ
れ
て

各
種
業
務
の
研
鎖
に
努
め
以
て
顧
客
の
信
頼
に
応
え
て
頂
き
た

い
と
切
望
致
し
ま
す
。
か
く
し
て
我
々
行
政
書
士
の
真
価
が
一

般
か
ら
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
非
行
政
書
士
の
防
止
も
自

ら
達
せ
ら
れ
る
こ
と
と
信
じ
、
か
く
念
願
し
て
止
ま
な
い
も
の
‐

で
あ
り
ま
す
。

叙
上
の
意
味
で
本
研
修
会
の
企
画
運
営
に
献
身
的
努
力
を
頂

い
た
今
村
支
部
長
を
始
め
空
知
支
部
の
方
々
に
対
し
謝
意
と
敬

意
を
表
し
ま
す
と
共
に
講
師
の
先
生
方
の
ど
協
力
に
対
し
重
ね

歎
称
礼
を
申
し
上
げ
ま
し
て
挨
拶
と
致
し
ま
す
o

化
を
“□□ルた
性

･そ
こ
で
天
寧
寺
命
瓢掛日臼只
虻
障
り〆ひ
か
仇け
しま
し
た
とゞ
じ
方
〉
‐

三
十
一
名

〔支
部
員
六
十
数
名
の
半
数
)
の
受
講
希
望
者
が
で

き
た
。
早
速
道
本
部
と
打
合
わ
せ
の
上
、
支
庁
長
さ
ん
や
市
長

さ
ん
に
講
師
派
遣
の
懇
請

(公
務
出
張
の
形
式
)、
講
師
先
生

と
の
打
合
せ
、
テ
キ
ス
ト
の
作
成
等
に
と
り
か
か
っ
た
が
兼
業

し
て
い
る
両
部
長
が
業
務
の
問
合
せ
や
夕
食
後
の
作
業
な
の
で

そ
の
準
備
が
中
々
捗
ど
ら
な
い
。
ど
う
や
ら
間
に
合
っ
て
開
会

に
ま
で
漕
ぎ
つ
け
た
も
の
の
、
二
カ
月
も
前
か
ら
の
呼
び
か
け

で
多
く
の
欠
席
者
も
あ
ろ
う
か
と
内
心
お
だ
や
か
で
は
な
か
っ

た
が
、
幸
い
二
十
四
名
の
受
講
者
で
ホ
ッ
と
し
た
。
就
中
管
内

南
端
の
長
沼
、
由
仁
、
栗
山
方
面
か
ら
や
、
ま
た
補
助
者
同
伴

の
出
席
者
も
あ
っ
て
そ
の
熱
心
さ
に
は
驚
き
ま
し
た
。
更
に
ま

た
そ
の
受
講
振
り
は
ス
バ
ラ
シ
イ
も
の
で
、
臨
席
さ
れ
た
本
部

の
先
生
、
番
を
待
つ
戸
籍
講
師
の
和
泉
先
生
(早
朝
か
ら
御
出

で
下
さ
っ
た
)、
新
業
の
ベ
テ
ラ
ン
ク
ラ
ス
の
諸
先
生
ま
で
が

小
学
生
の
よ
う
に
、
並
べ
た
机
に
配
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
や
参
考

書
を
片
手
に
、
一
同
と
席
を
同
じ
ゆ
う
し
て
講
師
の
お
話
を
一

語
も
聞
き
も
ら
す
ま
い
と
目
を
輝
か
し
ノ
ー
ト
す
る
そ
の
真
剣

さ
に
は
全
く
頭
が
下
り
ま
し
た
。
必
ず
や
多
く
の
所
産
を
得
ら

れ
て
心
豊
か
な
る
思
い
の
溢
れ
て
い
る
こ
と
を
確
信
す
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。

今
後
私
は
労
政
、
保
険
関
係
、
風
俗
営
業
、
警
察
行
政
、
そ
の

他
一
般
業
務
に
関
し
、
逐
次
回
を
累
ね
て
履
修
し
た
い
と
の
野

心
を
有
し
て
い
ま
す
。
行
政
書
士
の
業
務
は
総
合
デ
パ
ー
ト
で

す
。
何
で
も
備
え
て
置
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
得
手
不
得
手
に

か
か
わ
ら
ず
大
い
に
勉
強
し
ま
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

終
り
に
北
空
知
の
高
林
先
生
、
大
崎
先
生
、
松
藤
先
生
に
は

ご
多
忙
に
も
不
拘
ず
多
く
の
手
間
、
暇
と
多
く
の
金
品
の
浪
費

と
そ
の
上
当
日
の
跡
仕
末
に
は
特
に
何
役
と
ご
迷
惑
を
お
か
げ

し
た
趨
誠
に
申
し
訳
な
く
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
お
蔭

で
滞
り
な
く
有
意
義
に
而
も
盛
会
裡
に
終
了
す
る
を
得
ま
し
て

会
員
一
同
と
共
に
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
健
康
を
保
た
れ
斯
業
の
先
覚
者
と
し
て
後
就
者
の
よ
き

パ
イ
ロ
ッ
ト
た
ら
ん
こ
と
を
庶
希
し
て
掴
筆
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
す
。

- 2 -

-′
"

◇
空
知
支
部

第
二
回
業
務
研
修
会
記
録

日
時
-
昭
和
39
年
7
月
11
日
午
前
9
時
30
分

よ
り

会
場
ー
深
川
市
森
元
町
深
川
市
公
民
館

講
師
-
農̂
地
法
)支
庁
農
地
係
長
中
井
一朝

"

農
地
係

佐
藤
公
昭

(戸
籍
法
)市
役
所
主
事

和
泉
久
助

出
席
ー
今
村
支
部
長
以
下
二
十
四
名

来
賓
-
深
川
市
農
委
主
事

渋
谷
良
二

本
部
の
佐
藤
副
会
長
、
成
沢
理
事

定
刻
開
会
、
先
ず
今
村
支
部
長
の
挨
拶
が

あ
っ
て
農
地
法
の
研
修
に
入
っ
た
。

中
井
講
師
の
農
地
法
総
論
に
次
い
で
佐
藤

講
師
の
農
地
法
第
三
、
四
、
五
条
の
法
的
説

明
と
申
請
書
の
記
載
方
に
つ
い
て
の
具
体
的

な
講
義
で
、
講
師
の
微
に
入
り
細
に
渉
っ
て

の
懇
切
な
説
明
に
受
講
者
一
同
真
剣
に
聞
き

入
り
、
質
疑
応
答
も
頼
る
活
発
に
行
わ
れ
て

十
一時
四
十
分
午
前
の
研
修
が
終
っ
た
。

午
後
は
和
泉
講
師
に
よ
る
戸
籍
法
の
研
修

で
、
戸
籍
関
係
届
書
の
記
載
に
つ
い
て
の
一

般
的
注
意
事
項
の
説
明
後
養
子
の
縁
組
と
離

縁
、
婚
姻
と
離
婚
、
出
生
と
死
亡
、
入
籍
と

転
籍
分
籍
等
各
種
目
の
記
載
要
領
に
つ
い
て

の
懇
切
な
講
義
に
一
同
熱
心
に
耳
を
傾
け
質

疑
応
答
も
時
間
の
経
過
を
忘
れ
て
活
発
に
行

わ
れ
、
予
定
さ
れ
て
あ
っ
た
外
人
関
係
の
婚

姻
や
そ
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
の
講
義
は
時

間
の
関
係
上
割
愛
し
次
機
を
待
つ
こ
と
と
な

っ
た
。

か
く
し
て
本
研
修
会
は
多
く
の
貴
重
な
み

の
り
を
収
め
て
午
後
三
時
半
盛
会
裡
に
全
部

終
了
し
た
。

〔
北
豊
饒衿訓副
わ
云
ER
“̂
‐日韓
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仕
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h
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丹
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◇
第
二
回
業
務
研
修
会
を
顧
み
て

空
知
支
部
長

今

村

竜

太

郎

だ
ろ
う
と
考
え
た
の
が
研
修
会
を
思
い
立
っ
た
動
機
で
あ

っ

た
。
そ
し
て
、
現
在
最
も
身
に
迫
っ
て
い
る
業
務
は
?
＼
先
ず

改
正
農
地
法
の
研
究
で
あ
ろ
う
、
と
の
見
解
か
ら
先
代
の
猪
本

支
部
長
さ
ん
時
代
に
之
を
計
画
し
、
昨
年
第
一
回
研
修
会
を
栗

山
町
で
開
講
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
受
講
さ
れ
た
方
々
か
ら

大
変
喜
ば
れ
ま
し
た
。
好
評
に
力
を
得
た
私
は
あ
る
会
合
で
こ

の
話
を
し
た
際
、
同
席
し
て
居
ら
れ
た
赤
平
市
の
矢
野
先
生
か

ら
｢

次
は
戸
籍
法
も
、
と
の
ご
希
望
が
あ
っ
た
の
で
今
回
は
上

記
の
二
科
目
を
選
ん
で
研
修
科
目
と
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

と
か
く

｢遊
ぼ
う
会
｣
と
か
｢飲
も
う
会
｣
と
い
っ
た
よ
う

な
会
は
誰
か
の
声
が
す
れ
ば
、
い
つ
、
ど
こ
で
で
も
す
ぐ
賛
成

者
が
現
わ
れ
て
く
る
。
は
げ
し
い
の
に
な
れ
ば

｢部
落
の
用
件

で
｣
と
一
言
妻
に
言
葉
を
か
け
た
き
り
で
鍬
の
柄
か
ら
手
を
離

し
て
行
っ
た
り
、
｢
一
寸
急
な
用
件
が
で
き
て
、
そ
こ
ま
で
。｣

と
大
事
な
お
客
さ
ん
を
置
き
去
り
に
し
て
ま
で
も

｢
こ
の
乃
公

が
出
な
け
れ
ば

『会
』
に
な
ら
ぬ
｣
と
言
っ
た
塩
梅
で
、
一
人

の
遅
参
者
も
な
く
、
し
か
も
定
刻
前
に
馳
せ
参
ず
る
と
い
う
勤

勉
振
り
を
見
せ
る
の
が
常
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
｢講
習
会
｣

と
か
｢研
修
会
｣
と
か
｢何
々
集
会
｣
の
よ
う
に
｢
し
ゆ
う
か

い
｣
の
名
が
つ
く
と
、
と
た
ん
に
い
ろ
い
ろ
な
用
件
が
不
思
議

に
湧
い
て
き
て
中
々
調
子
よ
く
ゆ
か
な
い
の
も
又
常
の
よ
う
で

あ
り
ま
す
。

今
回
は
会
員
諸
士
に
一
文
の
負
担
も
さ
せ
な
い
で
実
施
し
た

い
〔旅
費
は
自
弁
)
と
の
念
願
の
下
に
計
画
し
た
の
で
し
た
か

ら
中
々
容
易
な
わ
ざ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
幸
に
も
支

部
総
会
で
予
算
の
計
上
が
認
め
ら
れ
、
役
員
会
で
時
期
と
場
所

が
決
定
さ
れ
た
の
で
、
第
一
候
補
地
の
深
川
市
に
五
月
五
日
庶

務
と
業
務
の
両
部
長
が
出
向
、
同
地
の
松
藤
副
支
部
長
、
大
崎

代
議
員
、
高
林
前
代
議
員
等
の
諸
先
生
と
会
談
の
結
果
会
期
の
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日
時

昭
和
三
十
九
年
七
月
十
一
日
午
前
九
時
-
午
後
三
時

場
所

深
川
市
森
元
町
八
丁
目

深
川
市
公
民
館

科
目

午
前
-
農
地
法
三
、
四
、
五
条

午
後
-
戸
籍
法
十
一種

講
師

農
地
法

空
知
支
庁
農
地
係
長
外
一
名

戸
籍
法

岩
見
沢
市
役
所
主
事

来
賓

道
本
部
の
佐
藤
、
成
沢
両
役
員

深
川
市
農
業
委
員
会
事
務
局
主
事

当
支
部
第
二
回
業
務
研
修
会
は
如
上
の
計
画
で
、
二
十
四
名

の
受
講
者
が
参
集
し
て
、
定
刻
を
稍
過
ぎ
た
九
時
三
十
分

(講

師
の
来
着
を
待
つ
て
)
開
講
、
そ
し
て
盛
会
裡
に
午
後
三
時
三

十
分
終
講
し
た
。

引
続
き
深
川
市
諸
先
生
方
の
肝
煎
り
で
同
市
駅
前
料
亭
辰
巳

に
席
を
移
し
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
ひ
と
時
の
懇
親
会
を
楽
し

み
、
午
後
四
時
半
項
か
ら
三
々
五
々
と
退
散
し
て
こ
の
研
修
会

を
終
了
し
ま
し
た
。

さ
て
振
追
っ
て
、
何
故
に
こ
の
企
を
し
た
か
に
つ
い
て
愚
見

を
述
べ
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆
様
は
特
に
ご
出
席
な
さ
ら

な
か
っ
た
方
は
｢事
務
所
を
構
え
て
堂
々
と
業
務
を
遂
行
し
て

い
る
の
に
今
更
勉
強
会
で
も
あ
る
ま
い
。
愚
か
な
事
だ
｣
と
仲

一言口る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ご
尤
も
で
す
。
先
代
か
ら
の
継
承
で
慈

與
を
究
め
て
る
万
、
長
年
に
亘
る
練
達
円
熟
の
土
、
前
歴
が
役

人
で
法
の
研
究
に
接
い
方
等
々
の
先
輩
諸
先
生
で
す
か
ら
。
然

し
、
私
如
き
は
開
業
し
た
ば
か
り
の
一
年
生
で
、
分
っ
て
い
る

振
り
し
て
い
る
が
そ
の
実
、
出
生
届
に
し
て
も
、
委
任
状
に
し

て
も
満
足
に
書
け
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
の
よ
う
に
教
導
し
て
頂
け

ば
書
け
る
よ
う
に
な
れ
る
か
、
ま
た
非
資
格
者
の
不
法
行
為
云

々
:
:
:
こ
う
し
た
不
安
、
悩
み
は
私
情
身
が
不
勉
強
だ
か
ら

で
、
身
に
つ
い
た
豊
か
な
教
養
が
あ
れ
ば
容
易
に
払
拭
で
き
る

へ
ん
も
＼
、＼~‐≧
せ
,l
‘
:
“
‘
:
}
tキ

キ
き
,
‘
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改
正
法
の
研
究

◇
行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

　　　　　　　　　　　　　　

内
閣
は
、
行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(昭
和
三

十
九
年
法
律
第
九
十
三
号
)
附
則
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
昭

和
三
十
九
年
十
月
一
日
と
す
る
。

自

治

大

臣

内
閣
総
理
大
臣

赤

沢

正

道

池

田

勇

人

土
地
家
屋
調
査
士
法

(業

務
)

第
二
条

土
地
家
屋
調
査
士
(以
下

｢調
査
士
｣
と
い
う
)
は
、
他
人

の
依
頼
を
受
け
て
、
不
動
産
の
表

示
に
関
す
る
登
記
に
つ
き
必
要
な

土
地
又
は
家
屋
に
関
す
る
調
査
、

測
量
又
は
申
請
手
続
を
す
る
こ
と

を
葉
と
す
る
。

(非
調
査
士
等
の
取
締
)

第
十
九
条

調
査
士
会
に
入
会
し
て

い
る

一

で
な
い

ま
、

一

こ
れ
ら

こ
と
を
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。調

査
士
で
な
い
者
は
、土
地
、家

屋
調
査
士
又
は
こ
れ
に
紛
ら
わ
し

｢
0
自
動
車
抵
当
法
令
に
関
す
る
各
種
の
誓
願

o
建
設
韻

樗
担
当
法
令
に
砥
る
各
鎚

寵

-前
方
“

請
訓

③

-

、,

爵
‘〕

琴
醍

明

〕
執
行
文
交
付

書
そ
の
他
こ
鶏
し
公
証
、
役
場
へ
提
出
す
る
書
類

0
そ

{
の
他
(省
略
)

(前
記
は
、
行
政
書
士
法
第
一
条
第
二
項
に
よ
る
も
の
を
除
く
)

こ
こ
に
掲
げ
た
0
②
③
項
は
行
政
書
士
の
業
務
で
あ
る
が
、

司
法
書
士
ま
た
は
土
地
家
屋
調
査
士
-
勿
論
、
行
政
書
士
の
資

格
を
併
有
し
な
い
者
ー
が
、
正
当
の
業
務
に
附
随
す
る
も
の
と

し
て
現
実
に
取
扱
っ
て
い
る
も
の
の
大
要
を
あ
げ
て
見
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
業
務
の
量
は
、
行
政
書
士
が
実
際
に
取
扱
う
業

務
量
よ
り
も
む
し
ろ
大
き
い
数
字
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る

と
こ
ろ
、
改
正
法
施
行
後
は
、
こ
れ
ら
の
業
務
量
は
専
ら
行
政

書
士
が
取
扱
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
ま
た
今
回

第
一
条
及
び
第
二
条
の
改
正
と
相
ま
っ
て
、
行
政
書
士
の
職
域

は
確
立
し
、
社
会
的
、
経
済
的
地
位
は
、
今
後
大
き
く
向
上
す

る
こ
と
が
期
待
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
第
一
条
の
改
正
で
は
、
業
務
の
項
に
｢実
地
調
査
に

.
基
づ
く
図
面
類

(
の
作
成
)
を
含
む
｣
が
加
え
ら
れ
た
が
、
現

一
行
法
で
は
、
行
政
書
士
の
業
務
は
単
に
机
上
に
お
け
る
書
類
、

-

図
面
の
作
成
行
為
の
み
に
限
定
せ
ら
れ
た
感
が
あ
っ
た
が
、
こ

…

の
改
正
に
よ
っ
て
、
立
体
的
業
務
も
行
い
得
る
こ
と
が
明
確
に

…
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
第
二
条
で
は
、
無
試
験
の
行

…
政
書
士
登
録
者
の
経
験
年
限
条
件
を
加
重
す
る
改
正
が
行
わ
れ

･

た
。今

回
の
改
正
は
、
わ
ず
か
三
カ
条
の
改
正
で
は
あ
る
が
、
重

一
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
前
記
の
如
く
、
そ
の
及
ぼ

ー
す
効
果
は
誠
に
甚
大
で
あ
る
の
で
、
行
政
書
士
業
界
の
発
展
向

--

上
は
勿
論
で
あ
る
が
、
他
の
土
業
界
の
方
々
の
一
層
の
ご
協
力

一

を
仰
ぎ
、
共
々
に
発
展
向
上
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い

‐

も
の
で
あ
り
ま
す
。

,

(醉簾
繖鯛
癪
“会
よ
り
の
)

◇
行
政
書
士
法
第
十
九
条
の
改
正
に
よ
る

行
政
書
士
業
務
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す

る
考
察

秋
田
県
行
政
書
士
会

会

長

佐
々

木

会

長

佐
々

木

源

助

行
政
書
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
、
昭
和
三
十
九
年

六
月
二
日
法
律
第
九
十
三
号
と
し
て
公
布
せ
ら
れ
、
施
行
期
日

は
政
令
を
も
っ
て
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
が
、
政
正
さ
れ
た
条
文
は
、
第
一
条
、
第
二
条
及

び
第
十
九
条
で
、
そ
の
う
ち
第
十
九
条
の
改
正
は
、
同
条
但
し

書

｢他
の
法
律
に
別
段
の
定
が
あ
る
場
合
及
び
正
当
の
業
務
に

附
随
し
て
行
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
｣
の
条
項
か
ら
｢正

当
の
業
務
に
附
随
し
て
行
う
場
合
｣
の
字
句
が
は
ず
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
現
行
法
第
十
九
条
で
は
、
行
政
書
士
法

第
一
条
に
定
め
る
｢他
人
の
依
頼
を
受
け
:
:
:
"
:
↓
!
･官
公
署

に
提
出
す
る
書
類
そ
の
他
権
利
義
務
又
は
事
実
証
明
に
関
す
る

書
類
を
作
成
す
る
｣
こ
と
を
業
と
す
る
行
政
書
士
業
務
に
つ
い

て
他
の
書
士
が
、
正
当
の
業
務
に
附
随
し
て
行
う
場
合
は
行
政

書
士
で
な
く
と
も
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
が
、
改
正
法
施
行
後
は
｢正
当
の
業
務
に
附
随
し
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
｣
こ
れ
ら
の
特
例
が
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
た
の

で
、
行
政
書
士
の
業
務
は
、
行
政
書
士
以
外
の
者
が
正
当
の
業

務
に
附
随
す
る
行
為
と
い
え
ど
も
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
、
専
ら
行
政
書
士
の
業
務
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
行
政
書
士
は
、
沿
革
的
本
来
の
す
が
た
に
も
ど

っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

行
政
書
士
の
沿
革
は
、
相
当
長
い
歴
史
を
も
っ
て
お
り
、
徳

川
時
代
は
、
物
書
き
、
代
書
人
と
称
し
て
い
た
も
の
で
、
明
治

初
年
制
定
せ
ら
れ
た
司
法
職
務
定
制
(第
十
章
証
書
人
、
代
書

人
、
代
言
人
職
制
)
及
び
訴
答
文
例
に
お
け
る
訴
訟
法
上
で

報

告
第
八
回
常
任
理
事
会

と

き
ー
昭
和
39
年
7
月
6
B
午
後
6
時
と
9
時

と
こ
ろ
1
本
会
事
務
所

出
席
者
-
渡
辺
、
佐
藤
、
藤
山
、
(以
上
正
副
会
長
)成
沢
、

有
馬
、
関
根
、
森
平
、
森
口
(以
上
理
事
)
長
山
、

山
木
(以
上
監
事
)

議

事

1
、
決
算
特
別
委
員

(連
合
会
)
推
せ
ん
の
件

①
委
員
会
の
任
務

38
年
度
の
収
支
決
算
に
つ
い
て
は
法
改
正
並
び
に
臨
行
調

答
申
反
対
等
の
運
動
を
伴
な
う
関
係
上
決
算
特
別
委
員
会
を

組
織
し
そ
の
委
員
会
に
於
て
38
年
度
の
経
理
関
係
書
類
を
調

査
し
決
算
報
告
書
を
作
成
す
る

②
委
員
会
の
構
成

橋
本
、伊
藤
正
副
会
長
、佐
野
促
進
会
議
長
、
東
京
会
長
及

び
八
支
部
内
よ
り
各
一
名
計
料
名
の
委
員
を
以
て
構
成
す
る

以
上
6
月
17
日
の
連
合
会
理
事
会
に
於
て
決
定
を
見
た
特

別
委
員
会
の
任
務
構
成
に
つ
い
て
、
渡
辺
、
藤
山
正
副
会
長

よ
り
説
明
あ
り
協
議
の
結
果
藤
山
副
会
長
(連
合
会
常
任
理

事
)
を
北
海
道
支
部
推
せ
ん
委
員
に
決
定
し
た

2
、
空
知
支
部
講
習
会
へ
派
遣
役
員
の
件

右
講
習
会
は
農
地
法
、
戸
籍
法
の
研
修
を
目
的
と
し
来
る

7
月
11
日
午
前
9
時
よ
り
深
川
市
公
会
堂
に
於
て
空
知
支

庁
、
岩
見
沢
市
役
所
よ
り
講
師
を
招
き
行
わ
れ
る
旨
会
長
よ

り
説
明
あ
っ
て
、
次
の
両
役
員
を
派
遣
す
る
こ
と
に
決
定
し

た
佐
藤
副
会
長
、
成
沢
常
任
理
事

3
、
会
費
催
告
書
の
事
後
処
理
の
件

①
会
費
の
未
納
状
況

5
月
5
日
現
在
で
三
ヵ
月
以
上
の
未
納
会
員
が
二
七
一
名

(内
十
二
ヵ
月
以
上
四
五
名
)
で
そ
の
後
督
励
に
努
め
た
が

現
在

(7
月
3
日
調
)
は
な
お
別
表
の
通
り
三
ヵ
月
以
上
一

七
一
名
、
内
十
二
ヵ
月
以
上
三
四
名
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
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◇

行
政
書
士
法
改
正
に
よ
る

行
政
書
士
、
司
法
書
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
の
業
務
分
野
表

行

政

書

士

法

司

法

書

士

法

(業

務
)

第
一
条

行
政
書
士
は
、
他
人
の
依

頼
を
受
け
報
謝
を
得
て
、
官
公
署

に
提
出
す
る
書
類
そ
の
他
権
利
義

務
又
は
事
実
証
明
に
関
す
る
書
類

実̂
地
調
査
に
基
づ
く
図
面
類
を

含
む
)
を
作
成
す
る
こ
と
を
業
と

す
る
。

2

行
政
書
士
は
、
前
項
の
書
類
の

作
成
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
業
務
を

行
う
こ
と
が
他
の
法
律
に
お
い
て

制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
友

北 海 道 行 政 書 士 会 報

定規務業定

(非
行
政
書
士
等
の
取
締
)

第
十
九
条

行
政
書
士
会
に
入
会
し

て
い
る
行
政
書
士
で
な
い
者
は
、

業
と
し
て
第
一
条
に
規
定
す
る
業

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
但

し
、
他
の
法
律
に
別
段
の
定
が
あ

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2

行
政
書
士
で
な
い
者
は
、
行
政

書
士
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
名

9 6 4年 9月 1日

規締取

い
。

9 6 4年 9月 1日北 海 道 行 政 書 士 会 報

茄
、
そ
の
後
社
会
状
勢
の
変
撻
に
伴
い
、
行
政
書
士
業
務
か
ら

分
派
独
立
し
て
法
制
化
さ
れ
る
業
態
が
だ
ん
だ
ん
で
き
て
き

た
。
弁
理
士
法
、
司
法
書
士
法
、
海
事
代
理
士
法
、
土
地
家
屋

調
査
士
法
、
測
量
士
法
、
建
築
士
法
、
計
理
士
法
、
税
理
士
法
、

公
認
会
計
士
法
、
最
近
で
は
、
不
動
産
鑑
定
士
法
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
な
か
に
は
広
義
的
な
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の

業
態
は
、
お
お
む
ね
旧
来
の
代
書
人
、
行
政
書
士
が
取
扱
っ
て

来
た
業
務
で
、
行
政
書
士
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
分

家
系
統
に
あ
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
本
家
筋
で
あ

る
と
こ
ろ
の
行
政
書
士
制
度
よ
り
高
度
に
法
制
化
さ
れ
て
発
達

し
て
い
る
も
の
、
或
は
社
会
的
に
高
い
地
位
を
築
く
等
、
行
政

書
士
よ
り
も
お
お
む
ね
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
状
態
な
の
で
、

行
政
書
士
業
界
か
ら
要
望
す
る
こ
と
多
年
、
つ
い
に
今
回
の
改

正
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

前
述
の
如
く
、
改
正
法
施
行
後
は
、
行
政
書
士
業
務
は
専
ら

行
政
書
士
が
行
う
こ
と
と
な
る
の
で
、
そ
の
結
果
は
土
業
界
に

及
ぼ
す
影
響
が
誠
に
大
き
く
、
そ
の
一
例
を
司
法
書
士
及
び
土

地
家
屋
調
査
士
の
関
係
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
次
に
挙
げ
る
と
お

り
で
あ
る
。

司
法
書
士
及
び
土
地
家
屋
調
査
士
関
係

(登
記
申
請
、
訴
状
関
係
の
も
の
)

(第17号)

　
　
　

②榊
讓
朧 (業

務
)

第
一
条

司
法
書
士
は
、
他
人
の
嘱

託
を
受
け
て
、そ
の
者
が
裁
判
所
、

検
察
庁
又
は
法
務
局
若
し
く
は
地

方
法
務
局
に
提
出
す
る
書
類
を
代

っ
て
作
成
す
る
こ
と
を
葉
と
す

る
。司

法
書
士
は
、
前
項
の
書
類
で

あ
っ
て
も
、
他
の
法
律
に
お
い
て

制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
。

(非
司
法
書
士
等
の
取
締
)

第
十
九
条

司
法
書
士
会
に
入
会
し

て
い
る
司
法
書
士
で
な
い
者
は
、

第
一条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
っ

て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
他
の
法

律
に
別
段
の
足
が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

2

司
法
書
士
で
な
い
者
は
、
司
法

書
士
又
は
こ
れ
と
紛
ら
わ
し
い
名
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②
督
励
状
況

･
5
月
7
日
付
で
三
ヵ
月
以
上
の
未
納
会
員

(二
七
一
名
)

俄
に
納
入
を
お
褻

し
た
!
普
通
提

第

6
月
8
日
付
で
三
ヵ
月
以
上
十
二
ヵ
月
未
満
の
未
納
会
員

〔

(二
〇
七
名
)
に
普
通
督
促
を
、
十
二
ヵ
月
以
上
の
未
納
会

員

(四
六
名
)
に
は
内
容
証
明
の
催
告
書
を
差
上
げ
同
時
に

関
係
支
部
長
宛
督
励
に
協
力
方
を
お
願
い
し
た
。

･
6
月
27
日
付
で
十
二
ヵ
月
以
上
の
未
納
会
員

(現
在
三
四

名
)
に
対
し
納
期
が
切
迫
し
た
の
で
近
く
理
事
会
が
あ
る
故

未
納
会
費
の
整
理
方
に
つ
い
て
何
分
の
ご
返
信
を
頂
き
た
い

旨
お
願
い
し
た
。

以
上
の
状
況
に
つ
い
て
審
議
を
尽
し
た
結
果
、｢会
の
運
営

一報

上
二
十
ヵ
月
以
上
の
長
期
滞
納
者
に
限
り
会
則
五
八
条
の
適

用
も
止
む
を
得
な
い
｣
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
最
悪

会
^

事
態
を
最
少
限
度
に
と
ど
め
る
べ
く
手
を
つ
く
し
た
上
で
処

士

置
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

書
【

4
、
そ

の
他

①
休
業
会
員
の
処
置
に
つ
い
て

政

②
支
部
ぴ
に
個
人
表
彰
に
つ
い
て

行

⑤
非
行
政
書
士
防
止
対
策
に
つ
い
て

　
　

し
し

告
第
九
回
常
任
理
事
会

と

き
-
昭
和
39
年
7
月
21
日
午
後
6
時

と
こ
ろ
事
本
会
事
務
所

出
席
者
-
渡
辺
、
藤
山
、
岸
川

(以
上
正
副
会
長
)
森
口
、

森
平
、
横
路
、
関
根
、
有
馬
、
成
沢
(以
上
理
事
)

日

山
木
、
長
山
監
事

1

議

事

朝
ー
、
連
ム昇
罫第
四
回
定
時
総
会
出
席
の
件

年

右
総
会
は
本
月
第
日
午
前
10
時
よ
り
鬼
怒
川
温
泉
あ
さ
や

“

本
館
に
於
て
次
の
目
的
で
開
催
さ
れ
る
。

9

総
会
の
目
的

　
　　　
　　
　

R
料

門
だ･
冷
ま
し
-
.
し･

.
.
テ

ー

　　
　　

　

◇
過
当
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

成

沢

梅

次

郎

(第!7号)

戦
後
主
権
在
民
と
な
り
凡
ゆ
る
部
門
に
お
い
て
民
主
化
さ
れ

た
が
、
し
か
し
昨
今
の
現
状
を
見
る
と
き
、
果
し
て
戦
前
の
官

僚
意
識
が
影
を
ひ
そ
め
た
で
あ
ろ
う
か
。
公
僕
と
称
す
る
方
々

の
中
に
、
｢法
的
知
識
の
疎
い
も
の
に
対
し
て
は
威
厳
を
示
し
、

ボ
ス
的
存
在
に
は
簡
単
に
利
便
を
供
与
す
る
｣
と
い
っ
た
苦
情

報
双倣叙級靴決添ああ杉妙づ爛氷粃伏秘隊叡烙破棄弥彦

会

圧
迫
し
そ
の
生
活
を
お
び
や
か
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る

十
一
が
、
案
外
こ
う
い
う
点
に
関
心
を
持
た
な
い
も
の
が
多
い
た
め

書
一
汚
職
事
件
が
跡
を
絶
た
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
目

政

粛
委
員
会
と
い
っ
た
も
の
を
設
け
て
そ
の
対
策
を
講
じ
て
も
ら

行

い
た
い
と
思
う
o

い
う
と
こ
ろ
の
公
僕
が
民
主
化
し
大
衆
化
し
て
、
そ
の
経
験

道

を
生
か
し
て
の
サ
ー
ビ
ス
は
庶
民
の
側
か
ら
言
え
ば
悪
か
ろ
う

海
~
筈
は
な
い
が
、
そ
れ
が
度
を
超
え
て
、
民
業
の
圧
迫
で
は
許
せ

"北

な
い
。
我
々
は
常
に
明
か
る
い
ガ
ラ
ス
張
り
の
行
政
指
導
を
願

っ
て
や
ま
な
い
。
と
も
あ
れ
、
我
々
行
政
書
士
会
員
は
研
修
に

研
修
を
重
ね
て
、
依
託
者
の
信
頼
に
応
え
る
よ
う
努
め
る
こ
と

は
何
と
い
っ
て
も
先
決
で
あ
る
が
、
同
時
に
法
秩
序
確
立
の
た

め
諸
官
公
署
並
に
一
般
の
方
々
の
ご
協
力
を
切
に
願
う
も
の
で

あ
る
。

(筆
者
は
本
会
常
任
理
事
)

6 4年 9月

画
、②
39
年
度
予
算
案
、⑧
会
則
一
部
変
更
案
、
④
役
員
改
選

以
上
及
び
其
の
他
の
事
項
を
本
部
よ
り
の
通
知
書

(写
し

を
全
員
に
配
布
)
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
特
に
重
要
議
案
に

つ
い
て
は
慎
重
に
討
議
し
た
後
出
席
者
を
次
の
通
り
決
定
し

た
。本

会

会

長

渡
辺
慶
吉
(連
合
会
支
部
長
)

同
副

会

長

藤
山
利
夫
(同

常
任
理
事
)

同

理

事

竹
原
健
次
郎
(同

代
議
員
)

同
空
知
支
部
長

今
村
竜
太
郎
(同

代
議
員
)

2
、
連
合
会
決
算
特
別
委
員
会
開
催
に
つ
い
て

38
年
度
収
支
決
算
書
調
成
の
た
め
の
特
別
委
員
会
(前
回

理
事
会
に
於
て
報
告
の
通
り
)
が
総
会
の
翌
27
日
同
所
に
於

て
開
か
れ
る
。

･

特
別
委
員
会
に
は
藤
山
委
員
出
席
す
る
と
決
定

3
、
そ

の
他

①
北
見
市
佐
々
木
会
員
の
逝
去
に
つ
い
て

②
会
則
五
八
条
二
項
の
規
定
発
動
に
つ
い
て

③
暑
中
見
舞
に
つ
い
て

④
改
正
法
の
施
行
期
日
に
つ
い
て

◇
事

務

所

移

転

中
村

一
郎
〔小
博
支
部
)

(旧
)
虻
田
郡
狩
大
町
字
曾
我
三

(新
)
虻
田
郡
倶
知
安
町
北
三
条
東
二
丁
目
五

松
田
友
弥
(網
走
支
部
)

(旧
)
紋
別
郡
遠
軽
町
大
通
南
四
丁
目
四

〔新
)
網
走
郡
美
幌
町
東
一
条
南
二
丁
目
二
八

胸
嶺
三
郎
(空
知
支
部
)

(旧
)
三
笠
市
幸
町
一
五

(新
)
三
笠
市
多
賀
町
三
一

中
田
高
義
(札
幌
支
部
)

(旧
)
札
幌
市
美
園
三
条
一
丁
目
二
二

(新
)
"

美
園
一条
ー
丁
目
八

鈴
木
登
美
蔵
(札
幌
支
部
)

(旧
)
北
見
市
高
砂
町
ニ

エ
ハ

網

走

室

蘭

空

知

小

榑

網

走

十

勝

支

部

佐
藤
千
万
男

石
川
常
次
郎

松

田

五

郎

半

田

五

郎

森

合

直

武

野

際

荘

一

氏

名

常
呂
郡
端
野
町
字
端
野
三
九

虻
田
郡
虻
田
町
字
栄
町
六
二

雨
竜
郡
幌
加
内
町
字
幌
加
内
六
五
五

小
樽
市
東
雲
町
五
二

斜
里
郡
斜
里
町
本
町
三
三

河
東
郡
音
更
町
字
下
音
更
基
線
二
八

事

務

所

捜
娠駿

胆
支
三
九
年

第
六
九
号

空
支
三
九
年

第
六
号

後
支
三
九
年

第
六
号

網
支
三
九
年

第
一
一
号

鉱
九
翳

登

録

五
五
四

五
五
=

五
五
-

五
五
一

五
五
O

四
四
九

会
員
番
号

“
･8
･筒

-
"
･8
･I

"
･7
･24

“
･
7
-･"=

"
･7
･m

39
･
7
･6

入
会
年
月
日

登
録
番
号

小

明

備

考

- 7 -

◇
入

会

者

‐萎
び
、モ
チご

‐≠
毎
:る
べ
き主
学
を
ふき出｣
〆/
ふ
こ
“≦ゞ
で
き
碆
/"
"

会
“
員
ご
異

動

札

幌

函

館

網

走

支

部

平

野

良

行

伊

藤

泰

丸

佐

々
木
勇
吉

氏

名

札
幌
市
琴
似
町
八
軒
四
八
四

亀
田
郡
七
飯
町
字
本
町
四
八
〇

北
見
市
相
内
町
二
四
六

事

務

所

二
六
年

第
四
号

二
六
年

第
四
=
百万

二
六
年

第
二
号

登

録

一
五
八

五
一

-
-八
九

会
員
番
号

"
･8
･引

〃
･7
･29

39
･7
r
20

届
出
年
月
日

◇

死

亡

者

旭

川

札

幌

支

部

奧

山

万

蕨

今
野
辰
之
助

氏

名

空
知
郡
山
都
村
守
山
部

江
別
市
緑
町
西
一
丁
目
八
一

事

務

所

葺
聡

二
六
年

第
三
号

登

録

ご
○
六

一
四
-

会
員
番
号

"
･8
･31

鍵
17
･20

退
会
年
月
日

鑽
螂

休

業

備

考

◇
普

通
退
会

者

(旧
)
千
歳
郡
恵
庭
町
京
町
八
一

(新
)
"

"

"

一

◇ 1月~ 8月 ･会 員 移 動 状 況 調 (±椴 鱗 難)

計
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“ 網

走

" 函
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" “ “ 札

幌

支

部

田
畑
司
門
治

一

宮

竜

馬

石

田

利

三

山
崎
勇
次
郎

亀

沢

義

一

山

下

正

義

田

代

正

一

斎

藤

掌

紀

滝

元

清

氏

名

苫
小
牧
市
西
弥
生
町
六

一
粁

"

遠
軽
町
中
央
区
二
元

一ね

紋
別
郡
湧
別
町
栄
町

一三
ご

亀
田
郡
尻
岸
内
村
女
郡
川

ニ
テ

瀬
棚
郡
瀬
棚
町
字
本
町
一
六
四

不

詳

江
別
市
上
江
別
一
八

白
石
町
北
郷
四
六
八

札
幌
市
実
園
二
条
六
丁
目
二
一
八

事

務

所
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◇
江
賀
さ
ん

自
叙
伝
出
版

本
会
日
高
支
部
所
属
会
員
江
賀
寅
三
さ
ん
が
愛
の
伝
導
四
十

年
の
苦
闘
を
綴
っ
た
自
叙
伝

｢戦
う
コ
タ
ソ
の
勇
者
｣
が
こ
の

た
び
刊
行
さ
れ
7
月
10
日
の
北
海
タ
イ
ム
ス
夕
刊
紙
上
に
｢
ア

イ
ヌ
宣
教
師
の
半
生
｣
な
る
見
出
し
で
報
道
さ
れ
た
。
次
に
右

報
道
記
事
を
紹
介
し
て
氏
の
功
績
を
費
え
た
い
。

報

[静
内
一
無
教
育
な
同
族
の
た
め
に
事
冷
た
い
和
人
の
目
と
戦

全
一
い
な
が
ら
伝
導
を
続
け
た
ア
イ
ヌ
宣
教
師
の
苦
闘
を
つ
づ
っ
た

自
叙
伝
が
多
く
の
人
た
ち
の
力
添
え
で
刊
行
さ
れ
、
十
一
日
喜

士

ぴ
の
披
露
が
あ
る
。
自
叙
伝
を
刊
行
し
た
の
は
静
内
町
役
場
前

書

で
代
書
業
を
し
て
い
ろ
江
賀
寅
三
さ
ん
(六
九
)
で
｢戦
う
コ

政

タ
ソ
の
勇
者
｣
三
千
部
が
近
く
全
国
の
書
店
に
出
さ
れ
る
o

幼
い
こ
ろ
平
取
町
に
育
っ
た
江
賀
さ
ん
の
名
前
は
シ
ア
ン
レ

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

道

み
を
受
け
た
。
和
人
に
激
し
い
憎
し
み
を
持
っ
て
江
賀
さ
ん
は

海
~
酒
に
ひ
た
る
生
活
も
あ
っ
た
が
、
恩
師
た
ち
の
導
き
で
進
学
、

ヒ

教
員
養
成
所
を
出
て
平
取
、
静
内
の
学
校
で
ア
イ
ヌ
子
弟
た
ち

]

を
教
え
た
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
目
ざ
め
｢酒
に
お
ぼ
れ
る

ア
イ
ヌ
民
族
を
救
う
に
は
人
並
み
の
教
育
を
受
け
さ
せ
な
け
れ

ば
｣
と
、
東
京
の
聖
書
学
院
に
学
ん
だ
。
江
賀
さ
ん
の
愛
の
伝

導
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
大
正
十
二
年
、
一
人
で
も
多
く
の
同
族

た
ち
を
苦
し
み
か
ら
救
お
う
と
道
内
を
駆
け
ず
り
回
っ
た
。
ジ

日

ヨ
ソ
,
バ
チ
ェ
ラ
ー
博
士
に
連
れ
添
い
物
置
き
を
改
造
し
て
ア

ー

イ
ヌ
た
ち
に
再
起
の
道
を
教
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

月

こ
の
四
十
年
の
努
力
を
世
に
出
そ
う
と
友
人
の
静
内
町
堀
井

年

翠
書
さ
ん
や
関
係
者
の
間
で
決
っ
た
の
は
二
年
前
、
さ
っ
そ
く

“
刊
行
後
援
会
が
つ
く
ら
れ
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
会
東
京
本
部
の

9

森
山
論
牧
師
が
｢ぜ
ひ
私
の
手
で
｣
と
執
筆
を
引
き
受
け
て
く
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誌
内
7
月
!
日
よ
り
8
月
5
日
ま
で
〉

(第17号)

7

･
ー

滝
本
会
員

(札
幌
支
部
)
の
転
居
先
に
つ
い
て
美
園

区
出
張
所
へ
照
会
中
の
と
こ
ろ
本
日
の
回
答
で
転
居

し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
。

“
･
“

行
政
書
士
の
新
登
録
者
腹
名
(道
告
示
一
五
一
九
号
)

"
･
2

会
費
を
納
め
る
意
志
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
会
員
の

処
置
に
つ
い
て
、
井
上
経
理
部
長
会
長
と
協
議
。

〃
･
“

第
八
回
常
任
理
事
会
開
催
通
知
発
送
。

"
･
3

行
政
書
士
法
改
正
法
の
実
施
期
日
を
定
め
る
政
令
が

公
布
さ
れ
た
。
(7
月
ー
日
付
官
報
)

〃
･
6

野
際
荘
一氏
(十
勝
支
部
)
の
入
会
届
受
理
。

〃
･
“

第
八
回
常
任
理
事
会
、
本
会
事
務
所
に
お
い
て
、
渡

辺
会
長
以
下
十
名
出
席
し
て
、
午
後
六
時
よ
り
開
催

(本
号
報
告
欄
所
載
参
照
)

“
･
7

空
知
支
部
講
習
会
へ
派
遣
す
る
役
員
の
氏
名
通
知
。

"
･
中

森
合
直
武
氏
の
入
会
届
受
理
(網
走
支
部
)

“
･
“

未
納
会
費
の
納
入
方
督
励
に
つ
い
て
各
支
部
長
宛
に

再
び
要
請
。

"
･
“

会
報
十
六
号
の
校
正
を
了
し
返
送
。

"
･
=

半
田
五
郎
氏
の
入
会
届
受
理
(小
樽
支
部
)

"
･
〃

空
知
支
部
第
二
回
業
務
研
修
会
出
席
の
た
め
佐
藤
副

会
長
、
成
田
常
任
理
事
出
発
。

"
･
陥

入
会
手
続
不
備
の
ま
ま
回
答
の
な
い
横
山
達
郎
氏
に

対
し
早
急
に
手
続
き
せ
し
め
る
よ
う
十
勝
支
部
長
宛

依
顔
。

"
･
“

網
走
の
佐
藤
、
鶴
見
両
氏
へ
入
会
の
手
続
に
つ
い
て

回
答
。

〃
･
=

藤
沢
網
走
支
部
長
よ
り
会
費
納
入
督
励
の
状
況
に
つ

い
て
の
報
告
書
受
理
。

〃
･
“

昨
日
荒
支
部
長
よ
り
電
話
で
照
会
あ
っ
た
旭
川
支
部

会
員
の
会
費
納
入
明
細
表
を
作
成
し
て
報
告
。

"
･
綣

空
知
の
宮
崎
会
員
へ
会
費
分
納
に
つ
い
て
、
網
走
の

報

〃
.
6

会

"
.
“

士　

　
　
　

政

"
‐
10

行

"
.
“

道海

"
.
"

"
‐
=
“

し
し

矢
萩
氏
及
び
江
別
の
今
野
氏
に
対
し
休
業
さ
れ
る
場

合
の
手
続
に
つ
い
て
通
知
。

“
･
粥

連
合
会
第
四
回
定
時
総
会
開
催
の
通
知
を
受
け
て
、

緊
急
常
任
理
事
会
開
催
の
通
知
を
発
送
す
る
。

"
･
即

網
走
支
部
の
佐
々
木
会
員
死
亡
の
通
知
受
理
。

"
･
“

江
別
の
今
野
会
員
休
業
鰕変
苓

"
･
劉

第
九
回
常
任
理
事
会
、
今
晩
六
時
よ
り
本
会
事
務
所

で
開
催
ず
。
渡
辺
会
長
以
下
十
一
名
出
席
(本
号
報

告
欄
所
載
参
照
)

"
･
〃

空
知
支
部
の
研
修
会
状
況
報
告
書
が
佐
藤
副
会
長
よ

り
提
出
さ
れ
た
。

"
･
姫

法
改
正
運
動
資
金
第
二
回
送
金
後
の
集
金
分
に
本
部

よ
り
の
支
出
額
を
合
わ
せ
て
送
金
す
(送
金
三
回
目
)

"
'
符

連
合
会
総
会
出
席
者
四
名
の
う
ち
、
渡
辺
会
長
、
旗
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山
副
会
長
、
今
村
支
部
長
の
三
名
は
本
日
午
前
七
時

十
五
分
札
幌
発
の
す
ず
ら
ん
で
出
発
し
た
。
竹
原
理

事
は
函
館
で
合
流
の
予
定
(予
て
電
話
連
絡
済
)

〃
･
“

空
知
の
松
田
五
郎
氏
の
入
会
届
受
理
。

“
.
姫

会
報
十
六
号
の
発
送
了
る
。

"
･
盤

暑
中
お
見
舞
を
関
係
方
面
及
び
各
役
員
へ
差
出
す
。

"
･
四

連
合
会
総
会
へ
出
席
旅
行
中
の
役
員
一
同
帰
宅
。

〃
･
劉

会
員
の
異
動
通
知
(入
、
退
)

ご
寄
贈
を
受
け
た
友
会
の
会
報
は
、大
阪
会
報
六
号
、

と
十
六
号
、
岐
阜
会
報
八
号
、
宮
崎
会
報
二
号
。

8

･
1

石
川
常
次
郎
氏
の
入
会
届
受
理

〔室
蘭
支
部
)

“
･
“

行
政
書
士
試
験
の
告
示
(本
日
付
道
公
報
)

"
･
5

会
則
第
五
八
条
第
二
項
該
当
に
よ
る
退
会
通
&曇
言本

日
発
送
す
。

所

岩
見
沢
市
美
園
町
一
丁
目

名
寄
市
西
3
条
北
2
丁
目

美
深
町
西
ー
条
北
5
丁
目

旭
川
市
春
光
町
5
区
9
条

"

末
広
町
ー
丁
目

北
見
市
幸
町
旧

紋
別
市
花
園
町
5
丁
目

苫
小
牧
市
旭
町
四
･

伊
達
町
字
元
町
鮒

室
蘭
市
母
恋
南
町
旧

◇
行
政
書
士
の
登
録
者

行
政
書
士
の
登
録
者
を
毎
号
お
知
ら
せ
し
て
居
り
ま
す
が
、
内
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
未
加
入
者
で
す
。
最
寄
り
の
会

員
の
方
か
ら
入
会
さ
れ
る
よ
う
勧
告
を
願
い
ま
す
。

○
北
海
道
告
示
第

一
五

一
九
号

(錐
年
6
月
26
日
)

釧
支
筆

第
5
号

一
白
糠
郡
白
糠
町
字
茶
路

雙

鉋
年
第
曽
号

-網
走
檗

槐
町
大
通
南
2
丁
目

"

39
年
第
4
号

一
〃

士示
支
鍵
年
第
3
号

一
枝
幸
郡
浜
頓
別
町
字
損

別

上
支
39
年
第
綣
号

〃

39
年
第
応
号

"

39
年
第
協
号

〃

館
年
第
旧
号

空
支
39
年
第
掟
号

“

39
年
第
6
号

後
支
39
年
第
5
号

渡
支
39
年
第
ー
号

登

録

番

号
一

住

所

上
川
郡
東
鷹
栖
村
字
近
文

一"

"

"

" 花
園
町
5
丁
目

深
川
市
森
元
町
7
丁
目

小
樽
市
東
雲
町
靴

虻
田
郡
狩
大
町
本
通
ゆ

亀
田
郡
大
野
町
字
本
郷

捧

手

地

鶴

見

琢

磨

増

田

敏

神

戸

豊

勝

近

田

三

夫

戸

梶

節

夫

内

田

訝

佐

々
木
英
明

山

田

治

半

田

五

郎

氏

家

隆

雄

沢

田

春

治

法
ダ
条
2
の
5

氏

名

資

格

"

"

" " “ “ "

{

“ "

-

" " "

“ " " “

{

" "
-
" 米

入

入

会

" 未

入

入
会
の
有
無

0

北
海
満
足
ロ
ー不
第
÷
-七

四
五
号

登

録

番

号

空
支
39
年
第
=
号

上
支
39
年
第
9
号

"

39
年
第
m
号

“

39
年
第
=
号

“

39
年
第
懐
号

網
支
館
年
第
12
号

"

39
年
第
燈
号

胆
支
館
年
第
3
号

“

39
年
第
4
号

“

細
年
第
5
号

日
支
39
年
第
2
号

住

氏

名

福
士
勇
治
郎　

清

水

′

松

島

氷

次

間

宮

石

夫

小
田
島
忠
孝

渡

辺

四

郎

吉

崎

正

川

村

寿

福
田
喜

一
郎

米

田

忠

博

市

原

勇

吉

入

会
-な
-…ゞ

‐≧

資

格

法
2
条
2
の
5

同同同附

則
2

項

法
2
条
2
の
5

同同同同同

入
会
の
有
無

未

入

0
ノ

さ
ま
霞
み
こ
綻
ぶ
聴
き
÷な
さ
ふ毀
そ壽

--

.

≧
:
;
r
ず

　　　　
　　
　　　
　
　
　
　
　
　
　
　　



行政書士試験受験願書

年 月 日

北海道知事 町村金五 殿

本 籍

住 所

(ふりがな)
氏 名 ⑩

年 月 日生

行政書士試験を受けたいので別紙履歴書、写真及
び受験資格を有する証書を添えてお願いします。

.･
“
----‐-“‐‘
′---′･‘‘‘′-“、.･･.･‘““-“J“

-“J、.･“‘.‘'、↑-“‘‐′“-‘、{‐

、′““-
“■‘、.･V.･t.･-′--′--
‘“
““
“′、
-{

--“-“
~-
′

"-･･
“
‐‐““-“‘
‐
、--‘--
弍-′
-“--‐“-
′、′‐--“
“′-
-′“-‘“･･･“‘-、‘{

(･･
‘“〉
↑
′
“

-
)
‐

“ri-
‐
‐~¥,,JMIテ
ーコ“-“‐

℃
･~
･･営
も
･~
･･.･ふ
も
′.･･,･%
‘
“
‘~
･~;
.･,[
メゾ
キ

目
番

~
!
…
な
第
十
八
鰐

も

く

じ

す
も

丁
3

リ

ヌ
会

嗣
聾員
"薹
壽
ミ雪
国
雪
雲
ミミミ雪
国員
鳶
雪
話
雪
国

9 6 4年 9月 旧 北 海 道 行 政 書 士 会 報 (第ー7号)
38

一･、、

丁

±

224

:罪l所

堤

; -"


